
 

                                                                            平成  年  月  日 

 

Ｊ Ｅ Ｔ 総 合 支 援 サ ー ビ ス 依 頼 書  
 
  一般財団法人 電気安全環境研究所 御中 
   〒 

 
住   所 
 
会 社 名 
 
相談申込者 
（ふりがな） 

担当者名及び部署 
 
TEL             FAX            
 
E-mail:                
 

※ご記入頂いたメールアドレス宛にJETから電気用品に関する法律・規格等の最新情報等の 

メールをお届けする場合がございます。メール配信が不要の方はこちらをチェック→ 

 
 
 
 
 

送付先 電気製品安全センター  

       技術支援グループ 
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12 
 

Fax: ０３－３４６６－５１４２ 

E-mail:center@jet.or.jp 

Tel: ０３－３４６６－５１３１ 

 
 

 
 

   

 

 

下記の相談事項について、支援サービスを依頼します。 

 

記 

 

 １．相談事項   □Ａ． □Ｂ． □Ｃ． □Ｄ． □Ｅ． □Ｆ． □Ｇ． □Ｈ． □Ｉ   
 
         （相談事項の記号Ａ～Ｉの詳細については別紙記載のとおり） 
 
                   
 ２．申込みの種類   □郵送 □ＦＡＸ □E-mail □面談 □技術講習（講習場所を添付） 

 

         （Ａ：対象・非対象については、特別な場合を除き面談は行っておりません。）

 

 ３．面談希望日               月    日    時     分より 

 

 

 ４．品   名 

 
 

＊

Ｊ

Ｅ

Ｔ

記

載

欄

 

依  頼 
  受付番号 

 

 

 

 
 
 
 １．面談指定日          月   日   時   分より 

 
 
  ２．応 対 日         月   日   時      分より   時   分まで 
 
 
  ３．応 対 者 
 
 
  ４．手 数 料                    円 
 

 基本手数料 調査手数料 相談手数料 その都度定める手数料 消費税 合    計
     

 



 

(別紙) 
 

（備考）１．相談事項の記号 

Ａ：対象・非対象(電気用品名の確認) の判断 

Ｂ：型式の区分の解釈 

Ｃ：事業の届出・変更届に関する事項  

Ｄ：表示の方式・内容  

Ｅ：電気用品の技術基準省令の解釈（別表第十二を除く） 

Ｆ：別表第十二（国際規格等に準拠した基準）の電気用品の技術基準省令の解釈 

Ｇ：海外認証取得支援及び海外の規制・規格の調査 

Ｈ：技術講習（社内セミナー及び技術者研修を含む。） 

Ｉ：その他 
※注）Ｓ-JET認証取得に関する基準適用についての相談は、東京・横浜・関西の各事業所にお問い合わせください。 

 

    ２．技術相談の手数料は下記のとおりです。なお、手数料について、事前に見積書をご希望の場合は、 

      ご連絡をお願いいたします。 

   

(1) 基本手数料 １件につき６，０００円とします。 

        (2) 調査手数料  ３０分又はその端数毎に６，０００円とします。 

(3) 相談手数料 最初の２０分までを８，０００円、２０分を超過した場合、 

超過時間２０分又は端数毎に５，０００ 円とします。 

なお、「振込手数料」は、貴社にてご負担をお願い致します。 
  

備考1：面談による相談にあっては、基本手数料に調査手数料、相談手数料及び消費税を加えた 

ものとなります。 

備考2：郵送、FAX 又はE-mail による相談は基本手数料に調査手数料及び消費税を加えたもの 

となります。 

備考3：電気用品安全法の対象・非対象については、基本手数料に消費税を加えたものとなりま 

す。（海外認証取得に関する対象・非対象を除きます。） 

備考4：相談事項が複数に亘る場合には、その合計調査時間により調査手数料を算出します。 

 

３．受付から回答までの流れ 

本サービスへお申し込み頂いた場合、原則として受付承諾の確認をせずに受理致します。 

相談に対する回答の流れは、「①受理番号のお知らせ→②第一報メール回答 →③請求書の郵送 

→④振込確認→⑤回答書の発行」となります。 
 
４．特にお急ぎの場合には、特急扱いとし、３倍の手数料とします。ただし、ＪＥＴの都合によって 

その申し出に応じられない場合があります。 

 

        ５．上記、お問い合せ（相談事項：Ｈ及びＩを除く）後、適合性検査、依頼試験、Ｓ－JET認証等の 

お申込みを頂いた場合には、JET総合支援サービス基本手数料（消費税を含む）分を試験手数料 

から割引させていただきますので、この依頼書による「相談回答メモ」を添付して下さい。 

 

６．ご依頼内容につきまして、別紙として貴社にて任意の用紙（Ａ４版）にてご記入下 

さい。なお、「Ａ：対象・非対象」のお問い合わせは、別紙１及び別紙２にご記入下さい。 

 

ⅰ 依頼内容の詳細【別紙（任意）に記載して下さい】 

ⅱ 製品についてのお問い合せは、写真・カタログ・図面・回路図等を添付して下さい。 

ⅲ 表示内容のお問い合せは、貴社の表示（案）をご提示下さい。 

ⅳ 海外認証等のお問い合せは、輸出国・適用規格等についてもご記載して下さい。 

ⅴ 技術講習につきましては、ご希望の講習内容をご記入下さい。 

ⅵ その他必要に応じて、資料を添付して下さい。 



＜対象・非対象関係問い合わせ用別紙１＞ 
下記内容についてできるだけ具体的にご記入願います。書ききれない場合、別紙（Ａ４版任意）として下さい。 

回路図（ブロック図）、カタログ、写真等がございましたら、併せてご提供下さい。 

１．用途、機能、性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 構造、仕様（電気的定格）、意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 主な使用者、販売先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． その他特徴など、ご貴社の懸念事項等、ご相談内容を具体的にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ＪＥＴへの類似又は本件に関わる、相談の有無（総合支援サービス受付番号、時期、弊所担当者等） 

関係する製品のＳ－ＪＥＴ認証又は適合性検査のお申し込みの有無（受付番号又は認証書番号等） 

 

 

 

 



＜対象・非対象関係問い合わせ別紙２＞ 

 

 

 

 

 


